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議第479号

市道路線の認定について

　市道路線を次のように認定する。

平成26年11月25日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

路　　線　　名 起　　　　　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　　　　　点

二 ノ 瀬 市 原 線 京都市左京区鞍馬二ノ瀬町229番地の２地先
同　　　　区静市市原町52番地の３地先

桃山東第二経１号
線

京都市伏見区桃山町因幡17番地の１地先
同　　　　区桃山町大島６番地の５地先

桃山東第二経２号
線

京都市伏見区桃山町因幡26番地の１地先
同　　　　区桃山町大島103番地の１地先

桃山東第二経３号
線

京都市伏見区桃山町因幡27番地の２地先
同　　　　区桃山町大島９番地の11地先

桃山東第二経４号
線

京都市伏見区桃山町大島８番地の６地先
同　　　　　　　　　町99番地の13地先

桃山東第二経５号
線

京都市伏見区桃山町因幡27番地の２地先
同　　　　区桃山町大島10番地の３地先

桃山東第二経６号
線

京都市伏見区桃山町因幡27番地の２地先
同　　　　区桃山町大島12番地の10地先

桃山東第二経７号
線

京都市伏見区桃山町因幡30番地の１地先
同　　　　区桃山町大島13番地の６地先

桃山東第二経８号
線

京都市伏見区桃山町因幡30番地の１地先
同　　　　区桃山町大島16番地の１地先

桃山東第二緯１号
線

京都市伏見区桃山町大島６番地の１地先
同　　　　区桃山町丹後146番地の２地先

桃山東第二緯２号
線

京都市伏見区桃山町大島６番地の１地先
同　　　　区桃山町因幡34番地の４地先

桃山東第二緯３号
線

京都市伏見区桃山町大島３番地の１地先
同　　　　　　　　　町99番地の３地先

桃山東第二緯４号
線

京都市伏見区桃山町大島３番地の１地先
同　　　　　　　　　町99番地の18地先

桃山東第二緯５号
線

京都市伏見区桃山町大島99番地の16地先
同　　　　　　　　　町102番地の１地先

桃山東第二緯６号
線

京都市伏見区桃山町大島97番地の２地先
同　　　　　　　　　町101番地の３地先
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提案理由

　市道路線を認定する必要があるので提案する。


